


【発生年月日】令和6年4月10日
【場所(県名)】山形県
【事業者区分】非金属(けい石)鉱山
【災害の種類】運搬装置のため(コンベアのため)
【災害の概要】罹災者は、ベルトコンベアの電源を切り、テールプーリーに付着した居付きをワイ

ヤーブラシで除去していた。しかし、十分に居付きを除去できなかったため、電源
を入れベルトコンベア動かして居付きを取ろうとしたところ、右腕をベルトとテー
ルプーリーの間に巻き込まれ、同時にテールプーリー側面に設置しているベルトガ
イドに挟まれ罹災した。

【被災の状況】重傷1名(右上肢挫滅創)





【発生年月日】
令和６年１０月８日７時１０分から１１日１９時（うち、３０分程度）

【場所（県名）】
岩手県

【事業者区分】
石灰石鉱山

【災害の種類】
排水基準超過

【災害の概要】
（水処理施設の状況）
当該鉱山は、露天採掘場の場内水を沈砂池に集水し、中和施設にポンプアップして希硫酸による中和処理後、排水

ピットを経由し公共河川へ排出している。
（事故の概要）
１０月６日に沈砂地の浚渫を実施。（翌１０月７日、異常なし）
１０月８日、担当者出社後まもなくして、排水のpH異常警報が出て、pH８．９を確認した。
中和施設の希硫酸添加量を調整したが、pH値の不安定な状態が続き、再び基準超過が確認されたことから、原因

調査を実施した。
調査の結果、沈砂池の底に穴があり、排水溝を経由して原水が漏れているをの確認した。
直ちに穴を塞ぐ工事を実施し、工事後はpH値の異常はなくなった。
なお、河川での魚の斃死等の被害情報はない。
（基準超過の原因）
沈砂池の浚渫作業をした際、沈砂池の底の排水溝に繋がっている塩ビ管の栓が浚渫の影響で抜け、そこから漏れ

た原水が中和処理後の排水に流入し、排出基準を超過したものと推定。


